
６月４日から１０日は「歯と口の健康週間」です。

（　　）は前月比
鏡支所管内の人の動き（４月末現在）
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（ ）は前月比

～人権いきいきふるさとづくり～
『毎月11日は人権を確かめ合う日』です。人（ひと）は等（ひと）しい
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金婚夫婦を表彰します

☆対象

○昭和５１年１月１日～昭和５１年１２月３１日

までに結婚又は婚姻されたご夫婦

○昭和５０年以前に結婚又は婚姻をされたご夫婦

で、これまでに金婚夫婦表彰を受けたことがな

いご夫婦

☆申込期間

６月１日（月）～７月３日（金）

☆申込場所

高齢者支援課（本庁舎１階）、各支所地域振興

課、各校区コミュニティセンターの窓口

☆申込方法

申込場所に設置してある申込用紙に記入し提出

してください

☆式典開催日

令和８年１０月下旬予定

●問合せ

高齢者支援課高齢者福祉係

３３－４４３６

来日してもうすぐ１００年

「青い目の人形」

鏡小学校に展示されている「青い目の人形」は、日米両国

の親善を目的として贈られ、来年３月には１００年目を迎

えます。

鏡町の子どもたちが人形の１００周年を祝おうと自分た

ちで何かできないか検討しています。

中でもアメリカの人たちが「青い目の人形」を知らない

現状を鑑み、アメリカの著名人に知ってもらえれば、「平

和の大切さ」や「国際交流の重要性」を世界中に発信でき

両国間の親善を深めればと思い、「青い目の人形」を紹介

する動画を制作し「ふる郷愛鏡祭」で紹介しました。

２０２６年鏡小学校「青い目の人形プロジェクト」

～鏡小学校の小学生が届ける、心をつなぐ歌～

今年度の標語は、「 歯みがきは 体を守る 最前線 」です。

やつしろ歯の祭典

と き ６月６日（土）午前１０時～午後３時

ところ 八代市役所 1階多目的ホール、会議室Ｃ・Ｄ

・歯科健診、相談 ・矯正相談 ・フッ化物歯面塗布 ・指模型作成

・健康コーナー（骨密度測定、血管年齢測定）など

小学生図画・ポスター入選作品展示

6月2日（火）～6月6日（土） 八代市役所1階ロビー

～八代市ＨＰにも掲載しています。ぜひご覧ください～

今年は市役所開催！！！

入場無料



 

　 遠山 玄郎

元田 安

松本 輝夫

島村 隆行

入家 泰雅

松山登志男

吉川 義秋

畠山 重明

木下 義秋

田 利光

藤本 幸一

泉 輝幸

小早川良宏

宮﨑裕児郎

古田 洋二

岡田 喜一

外浦 孝人

松本 寿郎

田川 平

太江田雄二

谷口 一雄

田中 秀喜

萩本 常雄

満永 芳雄

山口 秀康

問合せ 鏡支所地域振興課総務振興係

５２－２１３１

市政協力員（区長）紹介

令和８年度の鏡支所管内の各地区市政協力員

のみなさんです。５月号で印刷ミスがありまし

たので、再度掲載します。

【駅前】

【下有佐】

【有佐】

【中島】

【下村】

【上鏡】

【村(仮屋)】

【村(火の口)】

【内田東】

【内田西】

【鏡町】

【津口】

【芝口】

【野崎】

【宝出】

【外出】

【北出】

【大還】

【貝洲】

【硴原】

【塩浜】

【東区】

【中区】

【西区】

【港区】

特設人権相談所を開設します

お気軽にご相談ください。

●日時：6月1日（月）10：00～15：00

●場所：鏡支所１階第１会議室

●相談員：人権擁護委員

※相談は無料で、秘密は固く守られます。

●問合せ 人権政策課 ３０－１７１１

熊本地方法務局八代支局 ３２－２６５４

行政に対するご意見やご要望などがありましたら、気軽

にご相談ください。※相談は無料で、秘密は固く守られます。

●日 時：6月18日（木）10：00～12：00

●場 所：第１会議室（１階）

なお、行政相談は『熊本行政評価事務所』でも受け付けて

ますのでご利用ください。

（電話：096-324-1662、FAX：096-324-1663、

平日9時～16時45分【職員対応】）

●問合せ 鏡支所地域振興課市民サービス係

市税・料金など、コンビニやスマートフォン決

済アプリで納付できます

全国の主要なコンビニエンスストアで、24時間、手数

料なしで市税等の納付ができます。

【対象となる市税等の種類】

●税金：市県民税（普通徴収）／国民健康保険税／固定

資産税／軽自動車税

●料金：後期高齢者医療保険料／介護保険料／市営住宅

家賃等／下水道使用料／農業集落排水使用料／浄化槽使

用料／簡易水道使用料／市営墓園管理料／奨学資金返還

金 など

【利用できない納付書】

「バーコードが印字されていないもの」「バーコードが

読み取れないもの」「金額訂正や破損・汚損したもの」

「1枚の金額が30万円を超えるもの」「納期限（コンビ

ニでの使用期限）を過ぎたもの」

また、市税などの納付にスマートフォンアプリがご利

用いただけます。納付書のバーコードをスマートフォン

などで読み取るだけで、24時間いつでも、どこでも納付

できます。（注：領収証は発行されません）

詳しくは市のホームページをご覧ください。

利用可能なスマートフォン決済アプリは（PayPay／

PayB）です。専用アプリのダウンロードや詳しい操作方

法、対応可能な金融機関等については、各アプリのホー

ムページをご参照ください。

●問合せ 鏡支所地域振興課市民サービス係

５２－１１１６

交通安全教室開催を開設しました

〇４月１３日(月)有佐小

各学年講話後、体育館に作られたコースで、

１・２年生は、信号機のある交差点や踏切の

渡り方の実技を行いました。

また、３～６年生は、ヘルメットの正しい着

け方や安全なブレーキのかけ方及び自転車点

検を学び真剣に取り組んでいました。

〇４月２１日(火)鏡小

１・２年生合同での講話後、１年生は運動場

に作られたコースで、安全な歩道の歩き方や

横断歩道の渡り方などを学びました。

２年生は体育館での歩行実技が行われました。

行政相談所を開設します


